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『被害者たちの視点から』
新しい年となり、学年末に向け、ご多忙なことと存

じます。
千葉県の９９％以上の教職員は、不祥事と無関係で

す。わいせつで平成２８年度に懲戒処分を受けたのは
千葉県（千葉市を含む）で６人、全教職員の０．０１
％でした。しかし言うまでもなく、それぞれの処分に
は、加害者と被害者がいます。
わいせつ事件があると、思い浮かぶのは、３人の未

成年者（以下、「Ａさん・Ｂさん・Ｃさん」と記載する。）
です。（加害者は、教職員ではありません。）
Ａさんは、誘いを受け、デートのつもりで外出、「将

来、結婚しよう」と言われて、わいせつな行為をされ
ましたが、そのあと突然「結婚できない」と言い渡さ
れ、錯乱状態になりました。Ｂさんは、体調が悪く、
休んでいたところ別室に連れていかれ、突然わいせつ
な行為をされました。Ｃさんは、職場で指導してくれ
る人が、何回か別室に連れていき、わいせつな行為を
強制していました。被害者３人とも、保護者が比較的
早期に子どもたちの異変に気付き、子どもたちは被害
の内容を打ち明けることが出来ました。また、加害者
たちの職場の上司たちもその被害の内容を受け止め、
加害者への処罰と、その後の対応策を示し実行しまし
た。また、被害者と保護者に対し謝罪しました。加害
者たちはいずれも、普段明るく振舞い、子どもたちか
らも好かれていたそうです。
被害にあった子どもたちの、茫然とした表情や、情

緒不安定さは、数か月で落ち着いたように見えますが、
大人への不信感や傷つけられた自尊感情などは、心の
奥深くに長く続くと考えたほうがよいでしょう。
被害をどう防ぐことができるのか、できたのかを、

まとめることはなかなか難しいのです。

例えば、子どもたちとの一対一の指導は避け、必要
な場合は、必ず内容を他の教職員に伝えておく慣習を
作るのも一つでしょう。
普段から子どもたちとよく接し、子どもたちの伝え

る言葉や行動に注目し、例え半信半疑に思える内容で
も、よく聞き、気に留めることが必要です。また校内
の性被害など子どもたちの危機に対応する教職員には
すぐに相談し、情報を共有し集約することも大切です。

『セクハラ（事故）を防ぐためには』
セクハラは告発が増え、どのように解決していくか

は、これからも私たちみんなの課題として考えていく
べきことです。
現在、米国や英国などで、何十年か前のことを含み、

８０歳代の各界の大御所たちまでも、♯Me Too など
で告発されています。真偽は不明なケースもあるよう
ですが、女性たちからの声が大きくなっています。
解決への道として、男性、女性とも互いを尊重し、

違いを認め合うという基本的なことを実践していくこ
とが大切です。
男性に多い、思い込み（“勘違い”）と、女性に多い

外聞の気にしすぎ（“遠慮”）を、自覚し変えていくこ
とも、必要でしょう。
セクハラを減らし、より良い

職場環境にすることが出来れば、
子どもたちにも良いお手本とな
るでしょう。


